
「流域治水」とは
河川、下水道、砂防、海岸等の

管理者が主体となって行う治水対
策に加え、集水域と河川区域のみ
ならず、氾濫域も含めて一つの流
域として捉え、その流域のあらゆ
る関係者全員（国・県・市町村・
企業・住民等）が協働して、流域
全体で水害を軽減させる治水対策
で行う治水が「流域治水」。「流
域治水」へ転換することによって、
施策や手段を充実し、それらを適
切に組合せ、加速化させることに
よって効率的・効果的な安全度向
上を実現させる。

村上市管理河川における流域治水プロジェクト【位置図】
～浸水被害の軽減に向けた対策の推進～

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により
追加・変更となる場合があります。
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■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削
・河川改修
・雨水幹線（公共下水道）の整備
・内水対策ポンプ施設の改築更新
・農業水利施設（排水ポンプ場含む）の更新
・森林整備対策の推進（間伐・林道整備等）
・「田んぼダム」の取組推進
・ため池の防災水管理と活用支援

■被害対象を減少させるための対策
・雨水管理総合計画の策定
・リスクが高い区域における土地利用規制（災害危険
区域等）

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・流域タイムラインの運用開始
・総合防災訓練の実施
・水害リスク空白域の解消
・内水浸水想定区域図、内水ハザードマップの作成
・防災アプリの運用・防災無線維持管理
・洪水ハザードマップ作成周知
・マイタイムラインの普及促進、防災教育や防災知識
の普及
・避難行動要支援者の個別避難計画策定
・要配慮者利用施設の避難確保計画策定・避難訓練実
施推進

主な普通河川

令和4年8月3日からの記録的な大雨により甚大な被害が発生したことや災害が激甚化、頻発化している現状を踏まえ、村上市管理河川※1

においても治水対策を推進するため、地域・河川特性に応じて河川整備や河道掘削などの対策に取り組むとともに、「荒川水系荒川流域治
水プロジェクト2.0」(資料1)、「三面川周辺地域における流域治水プロジェクト」(資料2）の取り組みを推進する。以上の各プロジェクトに
沿って対策を推進し、市内全域における浸水被害の軽減を図るものとする。
※1 村上市管理河川とは、村上市が管理する準用河川、普通河川、その他主要な農業排水路などをいう。（国・県が管理する本支川の流域に位置する市管理河川を含む）
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各流域治水流域プロジェクトにおいて
村上市が実施主体となる主な取組



氾濫をできるだけ防ぐ・減らす 被害対象を減少させる 被害の軽減・早期復旧・復興
＜具体の取組＞
●河道掘削【普通河川8河川】
●河川改修【普通河川滝矢川、普通河川寺小路川、普通河川赤坂
川】
●雨水幹線（公共下水道）の整備【烏川第1排水区烏川1-2号、1-3
号雨水幹線】
●内水対策ポンプ施設の改築更新と適切な維持管理【泉町ポンプ
場】
●農業水利施設（排水ポンプ場含む）の更新【瀬波排水機場】
●森林整備対策の推進（間伐・林道整備等）【市内全域】
●『田んぼダム』の取組推進【市内全域】
●ため池の防災水管理と活用支援【ため池24箇所】

＜具体の取組＞
●雨水管理総合計画の策定【村上、荒川、山北地域の各一部】
●リスクが高い区域における土地利用規制（災害危険区域等）

＜具体の取組＞
●流域タイムラインの運用開始【市内全域】
●総合防災訓練の実施【市内全域】
●水害リスク空白域の解消【市内全域】
●内水浸水想定区域図【村上、荒川、山北地域の各一部】、
内水ハザードマップの作成【村上、荒川、山北地域の各一部】
●防災アプリの運用・防災無線維持管理【市内全域】
●洪水ハザードマップ作成周知【荒川水系、三面川水系、石
川水系、大川水系、勝木川水系、中ノ沢川水系、碁石川水系、
葡萄川水系、板貝川水系、笹川水系、桑川水系、早川水系、
大川水系、胎内川水系の全55河川】
●マイタイムラインの普及促進、防災教育や防災知識の普及
【市内全域】
●避難行動要支援者の個別避難計画策定推進【市内全域】
●要配慮者利用施設の避難確保計画策定・避難訓練実施推
進【市内全域】

村上市管理河川における流域治水プロジェクト【具体的な取組】

⚫ 村上市管理河川は、国・県が管理する本支川の流域に位置付けられるものや村上市管理河川のみで位置するものがあり、また、河川ごとに
地域・河川特性が異なることから、特性に応じた有効な対策を調査・検討等を行い取組を推進する。
⚫ 国・県が管理する本支川の流域に位置する市管理河川は「荒川水系荒川流域治水プロジェクト2.0」(資料1)、「三面川周辺地域における流
域治水プロジェクト（三面川・石川水系ほか12水系）」(資料2)に基づき「流域治水」を推進する。
⚫ 村上市が実施主体（村上市単独で、あるいは他機関と連携するものを含む）となる主な取組は以下のとおり。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により追加・変更となる場合があります。

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策事例 被害対象を減少させるための対策事例 被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策事例

雨水管理総合計画の策定【村上市】

雨水幹線および雨水貯留浸透施設を含めた施
設の追加整備計画を策定

防災アプリの運用・維持管理

多様な通信手段（防災タブレット等）による災害情報
を一斉に配信できる防災アプリの運用開始

雨水幹線の整備

雨水幹線整備を重点化・
加速化して実施し、被害の
軽減を図る

河川改修

河川断面を見直し、流下
能力を向上させ、被害の軽
減を図る

2



資料1
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資料2

4


